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令和３年１１月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和３年１１月３０日（火曜日）議事開始 午前 ８時４６分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出 席 委 員  

【農業委員】 尾山 實文  竹下 助範  山下 正成  下原 小枝子 

       栗下 章二  前原 幸太郎 岩屋 美智子 稲田  優  

       田中 雄策  田上 みゆき 

【推進委員】 谷口 克美  赤川 リク子 西田 保子  園田 義保 

       福迫 久利  津口 えりこ 山口 長徳  溝添 トミ子 

       吉留 律子  宮田 吉人  土器 三紀夫 吉田 尚美  

       伊地知トシ子 高谷 千代子 杉元 義男  中津 ゆみ子  

 

欠 席 委 員  

【農業委員】 なし 

【推進委員】 増田 賢造 

事務局職員  

       事務局長    押川 国智  事務局長補佐  鳥澤 庄司  

       農地調整係長  塩入 友之  農地調整係主査 大園 あけみ 

       農地調整係主事 池田 哲也  農地調整係主事 佐藤 純大  
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議   題  

    報告第１６号 農地等の合意解約について 

    議案第４４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第４５号 農用地利用集積計画について 

    議案第４６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第４７号 非農地証明願いについて 

    議案第４８号 非農地判断について 

    議案第４９号 農地法第５条の規定による買受適格証明願いについて 
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事務局長  それではただいまから令和３年１１月定例農業委員会総会を開催いた 

     します。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようございます。 

     ご着席ください。 

尾山会長  【あいさつ・・・・】 

尾山議長  次に委員の出席状況を報告いたします。増田委員から本日の会議に欠席 

     する旨、届出がありましたので報告します。よって、ただ今の出席者は 

     ２６人で定足数に達しております。これより会議を開きます。議事に入る 

     前に議事録署名委員に、山下委員と田上委員を指名いたします。 

      それでは、ただ今から今月の議事に入ります｡報告第１６号及び議案第 

     ４４号から議案第４９号までを一括議題といたします。事務局長に議案の 

     朗読をお願いします 

事務局長  （議案朗読 

尾山議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。まず、 

     報告第１６号「農地等の合意解約について」事務局から説明をお願いしま 

     す。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、報告第１６号についてご説明いたします。今月の合意解約 

     件数は１７件でございます。２ページをご覧ください。 

      令和３年１１月分の合意解約一覧につきましては、ご覧のとおりでござ 

     います。今月の総会案件と関連がないものについて、順にご説明いたしま 

     す。 

      整理番号１番及び２番につきましては、所有者にて耕作するため、解約 

     するものでございます。 

      整理番号５番から１１番につきましては、所有権移転するために解約 

     するものでございます。３ページをご覧ください。 

      整理番号１７番につきましては、担い手変更のため、解約するもので 

     ございます。以上、ご報告いたします。 
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尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質問がないようですので、以上で報告を終わります。次に議案第４４号 

     「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。 

     事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   議案説明の前に訂正を３か所お願いいたします。５ページの所有権移転 

     整理番号３番と６ページの整理番号４番につきましては、伊地知委員の 

     掘起しですので備考欄に記載をお願いいたします。あと１ヵ所訂正をお願 

     いします。９ページの所有権移転整理番号１１番の価格が「総額○○円」 

     と記載されていますが、「１０アールあたり○○円」が正しい価格なので 

     ご訂正をお願いします。 

      それでは、議案第４４号「農地法第３条の規定による許可申請について」 

     ご説明いたします。４ページをご覧ください。今月の許可申請件数は、 

     所有権移転１６件、貸借２件の合計１８件です。申請人の住所・氏名、 

     備考欄につきましては、特記事項のみを説明して、他は省略させていただ 

     きます。また、所有者が死亡している場合は、年齢が空欄となりますので 

     ご了承ください。最初に所有権移転からご説明いたしますので５ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号１番、田１筆、１，２０４㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。 

      整理番号２番、田１筆、１５２㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

     備考欄に記載のあるとおり、空き家に附属した農地となりますので受人の 

     経営面積は０㎡となっております。 

      整理番号３番、田１筆、１，１９４㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。伊地知委員の掘起しです。６ページをご覧ください。 

      整理番号４番、田１筆、２７６㎡の売買です。価格は総額○○円です。 
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     こちらも伊地知委員の掘起しです。 

      整理番号５番、畑１筆、２６㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号６番、６ページから７ページをご覧ください。田４筆、 

     ３，１０３㎡の売買です。価格は総額○○円です。増田委員の掘起しです。 

      整理番号７番、７ページから８ページをご覧ください。田１筆、 

     １，０１３㎡の贈与です。 

      整理番号８番、田１筆、５，４２５㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。 

      整理番号９番、畑２筆、７４７㎡の売買です。価格は宅地込で総額 

     ○○円です。備考欄に記載のとおり、空き家に附属した農地となります 

     ので受人の経営面積は０㎡となっています。９ページをご覧ください。 

      整理番号１０番、田１筆、１，０８１㎡の交換です。議案第４５号基盤 

     法所有権移転整理番号４番との交換となります。受人の経営面積が 

     １，３１６㎡しかありませんが、農地法施行令第２条第３項第２号に規定 

     される農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外「その権利を取得し 

     ようとする者が、農業委員会のあっせんに基づく農地又は採草放牧地の 

     交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の 

     相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の 

     事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の 

     結果、農地法第３条第２項第５号に規定する面積を下回ることとならない 

     と認められること。」に規定される要件を満たしております。 

      整理番号１１番、田１筆、８１５㎡の売買です。価格は１０アールあた 

     り○○円です。谷口委員の掘起しです。 

      整理番号１２番、畑１筆、１，０５６㎡の贈与です。１０ページをご覧 

     ください。 

      整理番号１３番、田１筆、１，５０３㎡の贈与です。 

      整理番号１４番、畑１筆、３００㎡の贈与です。受人の経営面積が申請 

     農地と併せても１，８９４㎡ですが、備考欄に記載のとおり、農業振興 
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     地域内農用地外１０アール要件での取得となるため、問題はありません。 

      整理番号１５番、田１筆、１，５０３㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。こちらも受人の経営面積が申請農地と併せても４，４１１㎡ですが、 

     備考欄に記載のとおり農業振興地域内農用地外１０アール要件での取得と 

     なるため、問題はありません。１１ページをご覧ください。 

      整理番号１６番、畑１筆、４４３㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

     所有権移転につきましては、以上となります。続きまして、貸借について、 

     ご説明いたしますので１２ページをご覧ください。 

      整理番号１番、田３筆、２，７３３㎡の賃貸借です。価格は１０アール 

     あたりモミ○○です。 

      整理番号２番、１２ページから１３ページをご覧ください。田２筆、 

     １，６１６㎡の使用貸借です。 

      以上、所有権移転１６件、貸借２件、合計１８件です。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第４４号については、各担当委員が 

     現地確認等をしていただいていますが、土地の現地確認と申請人「受人」 

     の確認を別々にお願いしております。各委員から報告をしていただきま 

     す。整理番号１番の土地を栗下委員に、申請人「受人」の確認を稲田委員 

     にお願いします。まず、栗下委員にお願いします。 

栗下委員  議長。 

尾山議長  栗下委員。 

栗下委員  それでは整理番号１番の農地について、ご報告いたします。申請農地は、 

     ○○自治会内にあります。つい最近まで山林でしたが、受人が伐採及び 

     伐根して、畑となっています。現在、山椒とじゃがいもが作付けされて 

     いました。周辺の状況は、北側は山林、東側は山林、南側は農地、西側は 

     山林に接しています。日照・接道・排水は良好です。以上、報告いたしま 

     す。 

尾山議長  次に稲田委員にお願いします。 
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稲田委員  議長。 

尾山議長  稲田委員。 

稲田委員  それでは整理番号１番の受人について、ご報告いたします。受人は、 

     ○○自治会で露地野菜主体の専業農家で後継者はおられます。やや問題の 

     ある人ですが、営農に関しては一生懸命されています。所有農地の管理は 

     行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号２番の土地及び申請人「受人」の確認を杉元委員にお願い 

     します。 

杉元委員  議長。 

尾山議長  杉元委員。 

杉元委員  それでは整理番号１番について、ご報告いたします。申請農地は、○○ 

     自治会内にあります。周辺の状況は、宅地と農地が混在しています。基盤 

     整備はされていませんが、日照・接道・排水は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、東側にある家で 

     一人暮らしをされています。現在、草刈や伐根作業をしており、整理が 

     終われば、小菜園として利用するとの事でした。地域との調和については、 

     以前、住んでいた所でも小菜園を作っていたとの事なので所有農地の管理 

     は、何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいた 

     します。 

尾山議長  次に整理番号３番及び６ページの整理番号４番の土地及び申請人「受人」 

     の確認を伊地知委員にお願いします。 

伊地知委員 議長。 

尾山議長  伊地知委員。 

伊地知委員 それでは、整理番号３番と４番は場所が隣接しており、受人も同じ人 

     なので、まとめてご報告いたします。申請農地は、○○自治会内にありま 

     す。周辺の状況は、宅地と農地が混在しています。基盤整備はされていま 

     せんが、日照・接道・用排水は良好です。 
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      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で水稲 

     主体の専業農家です。後継者はいらっしゃいます。地域との調和について 

     は、周囲に迷惑を掛けないないように農地を管理し、周辺農家とも協力 

     していくとの事ですので何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号５番の土地を中津委員に、申請人「受人」の確認を園田 

     委員にお願いします。まず、中津委員にお願いします。 

中津委員 議長。 

尾山議長  中津委員。 

中津委員  それでは整理番号５番の農地について、ご報告いたします。申請農地は、 

     ○○自治会内にあります。基盤整備はされていなくて農地の形状もあまり 

     良くありません、周辺の状況は、宅地と畑が混在しています。日照・接道 

     は良好ですが、排水は不良です。以上、報告いたします。 

尾山議長  次に園田委員にお願いします。 

園田委員 議長。 

尾山議長  園田委員。 

園田委員  それでは整理番号５番の受人について、ご報告いたします。受人は、 

     ○○自治会で露地野菜主体の専業農家で後継者はおられます。元々、下島 

     内自治会出身でこちらに所有農地を持っているとの事です。申請農地の 

     南側に農地が有りますが、申請農地が他人の手に渡ると農地に入れなく 

     なる恐れがあるため、今回、売買となったとの事です。権利取得後は、 

     小菜園として利用するとの事です。地域との調和については、所有農地の 

     管理は行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議 

     方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号６番の土地及び申請人「受人」の確認を増田委員にお願い 

     していましたが、本日、欠席のため、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 
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事務局   それでは増田委員から報告書を預かっておりますので、代読いたします。 

     整理番号６番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内に 

     あります。周囲の状況は、東側は山林、北・南側は水田、西側は市道に 

     接しています。基盤整備はされておらず、農地の一部が日照・排水が不良 

     です。接道は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会内の 

     稲作主体の専業農家で後継者はいらっしゃいます。地域との調和について 

     は、所有農地の管理は行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。 

     皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に７ページの整理番号７番の土地及び申請人「受人」の確認を福迫 

     委員にお願いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  それでは整理番号７番について、ご報告いたします。申請農地は、○○ 

     自治会内にあります。基盤整備済みで東・南・西側は基盤整備済みの水田 

     に接しています。北側は市道に接しています。市道を挟んで北側に宅地が 

     あります。日照・接道・用排水は良好です。農地の状況は、毎年、水稲が 

     作付けされていました。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で水稲 

     主体の専業農家で後継者はいらっしゃいます。地域との調和については、 

     受人は専業農家で後継者もおり、所有農地の管理は行き届いている事から 

     何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたしま 

     す。 

尾山議長  次に８ページの整理番号８番の土地及び申請人「受人」の確認を土器 

     委員にお願いします。 

土器委員  議長。 

尾山議長  土器委員。 

土器委員  それでは整理番号８番について、ご報告いたします。申請農地は、○○ 
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     自治会内にあります。周囲一帯は水田地帯です。基盤整備はされており、 

     日照・接道・用排水は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で水稲 

     主体の兼業農家で後継者はいらっしゃいます。地域との調和については、 

     周囲に迷惑を掛けないように農地を管理し、周辺農家とも協力していくと 

     の事でしたので何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしく 

     お願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号９番の土地及び申請人「受人」の確認を田上委員にお願い 

     します。 

田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  それでは整理番号９番について、ご報告いたします。申請農地は、○○ 

     自治会内にあります。先月総会で空き家に附属した農地の指定で現地調査 

     を行った農地で遊休化した農地です。基盤整備はされておらず、北・西側 

     は山林、南側は宅地、西側は自己所有宅地で高低差もあり、条件の悪い 

     農地です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、先月中旬に県外 

     から夫婦で移住してきたばかりです。訪問時には、夫婦で竹や木を伐採し 

     ていました。受人は宮崎県出身で過去に農業経験があるそうです。地域と 

     の調和については、既に○○自治会に加入されており、今後、地域での 

     奉仕活動にも参加するとの事なので何ら問題ないと判断しました。皆様の 

     ご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に９ページの整理番号１０番の土地及び申請人「受人」の確認を谷口 

     委員にお願いします。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  それでは整理番号１０番について、ご報告いたします。申請農地は、 

     ○○自治会内にあります。基盤整備済みで周囲も基盤整備済みの水田地帯 
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     です。申請地の北側と南側は受人の農地に挟まれているため、農地を交換 

     する事となりました。日照・接道・用排水は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で水稲 

     主体の専業農家です。地域との調和については、所有農地の管理は行き届 

     いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしく 

     お願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号１１番の土地及び申請人「受人」の確認を谷口委員にお願 

     いします。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  それでは整理番号１１番について、ご報告いたします。申請農地は、 

     ○○自治会内にあります。基盤整備済みで周囲も基盤整備済みの水田地帯 

     です。日照・接道・用排水は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で水稲 

     主体の兼業農家で○○の方です。地域との調和については、所有農地の管 

     理は行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号１２番の土地を福迫委員に、申請人「受人」の確認を伊地 

     知委員にお願いします。まず、福迫委員にお願いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  それでは整理番号１２番の農地について、ご報告いたします。申請農地 

     は、○○自治会内にあります。周辺一帯は基盤整備済みの畑作地帯です。 

     周辺の状況は、北側に基盤整備済みの畑、東・南・西側は山林に接して 

     います。やや日照不良です。西側には整備された農道があります。排水は 

     良好です。農地の状況は、栗が作付けされており、栗園として下払い等 

     管理されていました。以上、報告いたします。 

伊地知委員  議長。 
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尾山議長  伊地知委員。 

伊地知委員 それでは整理番号１２番の受人について、ご報告いたします。受人は、 

     ○○自治会内で栗主体の専業農家で後継者はいらっしゃいます。地域との 

     調和については、周囲に迷惑を掛けないように農地を管理し、周辺農家 

     とも協力していくとの事ですので何ら問題ないと判断しました。皆様の 

     ご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に１０ページの整理番号１３番の土地及び申請人「受人」の確認を 

     稲田委員にお願いします。 

稲田委員  議長。 

尾山議長  稲田委員。 

稲田委員  それでは整理番号１３番について、ご報告いたします。申請農地は、 

     ○○自治会内にあります。基盤整備はされておらず、周辺の状況は、宅地 

     と畑が混在しています。日照・接道・用排水は良好です。農地の状況は 

     飼料作物が作付けされていました。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で露地 

     野菜主体の兼業農家です。渡人が市外の施設に入所しており、後継者で 

     ある受人に贈与する事となったそうです。地域との調和については、所有 

     農地の管理は行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様の 

     ご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号１４番の土地及び申請人「受人」の確認を園田委員にお願 

     いします。 

園田委員  議長。 

尾山議長  園田委員。 

園田委員  それでは整理番号１４番について、ご報告いたします。申請農地は、 

     ○○自治会内にあります。基盤整備はされておらず、周辺の状況は、宅地 

     と畑が混在しています。受人の自宅のすぐ北側にあります。日照・接道・ 

     排水は良好です。農地の状況は小菜園として、管理されていました。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で露地 
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     野菜主体の兼業農家です。受人と渡人の関係は、受人は渡人の○○という 

     事で○○となります。地域との調和については、所有農地の管理は行き届 

     いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしく 

     お願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号１５番の土地及び申請人「受人」の確認を赤川委員にお願 

     いします。 

赤川委員  議長。 

尾山議長  赤川委員。 

赤川委員  それでは整理番号１５番について、ご報告いたします。申請農地は、 

     ○○自治会内にあります。基盤整備はされていませんが、農地の形状は 

     良好です。周辺の状況は、宅地と水田が混在しています。日照・接道・用 

     排水は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で稲作 

     主体の兼業農家です。権利取得後は、水稲を作付けしたいとの事でした。 

     地域との調和については、所有農地の管理は行き届いている事から何ら 

     問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に１1ページの整理番号１６番の土地を西田委員に、申請人「受人」の 

     確認を下原委員にお願いします。まず、西田委員にお願いします。 

西田委員  議長。 

尾山議長  西田委員。 

西田委員  それでは整理番号１６番の農地について、ご報告いたします。申請農地 

     は、○○自治会内にあります。基盤整備はされていません。周辺の状況は、 

     北・西側は山林、東側は畑、南側は農道に接しています。日照・接道・排 

     水は良好です。以上、報告いたします。 

尾山議長  次に下原委員にお願いします。 

下原委員  議長。 

尾山議長  下原委員。 

下原委員  それでは整理番号１６番の受人について、ご報告いたします。受人は、 
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     ○○自治会内で稲作と建設業の兼業農家で後継者はいらっしゃいます。 

     地域との調和については、受人は兼業ですが、営農にも一生懸命取り組ま 

     れており、所有農地の管理もしっかりされています。また、地域で定期的 

     に実施している水路掃除や除草作業にも参加されており、周辺農家と協力 

     して作業されている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に１２ページの貸借整理番号１番の土地を中津委員に、申請人「受人」 

     の確認を溝添委員にお願いします。まず、中津委員にお願いします。 

中津委員  議長。 

尾山議長  中津委員。 

中津委員  それでは貸借整理番号１番の農地について、ご報告いたします。申請 

     農地は、○○自治会内にあります。基盤整備済みで周辺は水田地帯です。 

     日照・接道・用排水は良好です。以上、報告いたします。 

尾山議長  次に溝添委員にお願いします。 

溝添委員  議長。 

尾山議長  溝添委員。 

溝添委員  それでは貸借整理番号１番の受人について、ご報告いたします。受人は、 

     ○○自治会内で稲作主体の兼業農家です。後継者はいらっしゃいません。 

     権利取得後は、水稲を作付けするとの事でした。地域との調和については、 

     周辺農家と協力し、周囲に迷惑をかけないようにするとの事ですので何ら 

     問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に貸借整理番号２番の土地及び申請人「受人」の確認を田上委員に 

     お願いします。 

田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  それでは貸借整理番号２番について、ご報告いたします。申請農地は、 

     ○○自治会内にあります。基盤整備はされていませんが、農地の形状は 

     四角形で良好です。周辺の状況は、北・南側は水田、東側は農地、西側は 
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     山林に接しています。西側に山林がありますが、日照は良好です。接道・ 

     用排水も良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人は、○○自治会で稲作 

     主体の専業農家です。後継者はいらっしゃいません。地域との調和につい 

     ては、所有農地の管理は行き届いている事から何ら問題ないと判断しまし 

     た。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の説明 

     をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から第６号 

     まで事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題はありません 

     でした。農地法第３条第２項第７号につきましては、委員の皆様より事前 

     調査の報告がありましたとおりであり、地域との調和要件など問題はない 

     ということでございます。 

      従いまして、計１８件につきましては、農地法第３条第２項各号に該当 

     しないため、許可要件をすべて満たしていると判断いたします。以上で 

     ございます。 

尾山議長  ただ今、各委員及び事務局より説明がありました。これより議案第４４ 

     号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第４４号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。次に議案 

     第４５号「農用地利用集積計画について」を議題といたします。事務局 

     から説明をお願いします。 
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事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは議案第４５号「農用地利用集積計画について」ご説明いたしま 

     す。１４ページをご覧ください。今月の計画件数は所有権移転６件、利用 

     権設定４７件、合計５３件となっております。利用権設定のうち、農地中 

     間管理事業は３１件となっております。申出人の住所・氏名、備考欄に 

     つきましては、特記事項のみを説明して、他は省略させていただきます。 

      また、法人及び所有者が死亡している場合は、年齢が空欄となります 

     のでご了承ください。はじめに所有権移転関係につきまして、ご説明いた 

     します。１５ページをご覧ください。 

      整理番号１番、田１筆、１，９２８㎡の売買です。価格は１０アール 

     あたり○○円です。山下委員の掘起しです。 

      整理番号２番、田１筆、１．６８６㎡の売買です。価格は総額○○円で 

     す。 

      整理番号３番、畑１筆、１，３３０㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。１６ページをご覧ください。 

      整理番号４番、田２筆、１，０３７㎡の交換です。議案第４４号農地法 

     第３条所有権移転整理番号１０番との交換になります。 

      整理番号５番、田１筆、１，０５７㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。１７ページをご覧ください。 

      整理番号６番、１７ページから１８ページをご覧ください。田５筆、 

     ３，１７７㎡の売買です。価格は総額１，１２２，９５０円で農地売買 

     事業です。以上、所有権移転６件です。続きまして、利用権設定について 

     ご説明いたします。なお、利用権設定については、貸借期間及び借賃に 

     ついても省略し、特記事項のみ説明させて頂きます。なお、使用貸借に 

     ついては賃貸料の記載が空欄となりますのでご了承ください。１９ページ 

     をご覧ください。 

      整理番号１番、田２筆、１，４３３㎡の賃貸借です。杉元委員の掘起し 
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     です。 

      整理番号２番、畑１筆、３，３５７㎡の賃貸借です。２０ページをご覧 

     ください。 

      整理番号３番、２０ページから２１ページをご覧ください。田４筆、 

     ３，５９６㎡の賃貸借です。 

      整理番号４番、田３筆、９，６７５㎡の賃貸借です。２２ページをご覧 

     ください。 

      整理番号５番、２２ページから２３ページをご覧ください。田５筆、 

     畑１筆、計６筆１０，２８５㎡の賃貸借です。 

      整理番号６番、田１筆、３，１２２㎡の賃貸借です。２４ページをご覧 

     ください。 

      整理番号７番、２４ページから２７ページをご覧ください。田９筆、 

     畑８筆、計１７筆３０，０７８㎡の使用貸借です。２８ページをご覧くだ 

     さい。 

      整理番号８番、田２筆、９８９㎡の賃貸借です。 

      整理番号９番、２８ページから２９ページをご覧ください。田２筆、 

     ９８５㎡の賃貸借です。 

      整理番号１０番、田１筆、１２９㎡の使用貸借です。 

      整理番号１１番、２９ページから３０ページをご覧ください。田１筆、 

     ４，０１６㎡の賃貸借です。 

      整理番号１２番、田２筆、４，０１６㎡の賃貸借です。 

      整理番号１３番、３０ページから３２ページをご覧ください。田１筆、 

     畑４筆、計５筆１７，４９８㎡の使用貸借です。 

      整理番号１４番、３２ページから３４ページをご覧ください。田２筆、 

     畑６筆、計８筆３，９１６㎡の使用貸借です 

      整理番号１５番、田１筆、３，８６７㎡の賃貸借です。 

      整理番号１６番、３４ページから３６ページをご覧ください。田５筆、 

     ４，０１０㎡の賃貸借です。整理番号１７番から同４７番までは農地中間 
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     管理事業ですので、その旨の説明は省略させていただきます。なお、借受 

     人の経営面積欄の記載は農地中間管理機構が借り受けて利用配分計画の 

     配分先が未入力となっている面積がシステム上表示されてしまいますので 

     ご了承ください。 

      整理番号１７番、３６ページから３７ページをご覧ください。田６筆、 

     ５，１９５㎡の賃貸借です。３８ページをご覧ください。 

      整理番号１８番、畑３筆、３，９６３㎡の賃貸借です。３９ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号１９番、田２筆、１，８７０㎡の賃貸借です。 

      整理番号２０番、畑１筆、９２５㎡の賃貸借です。４０ページをご覧 

     ください。 

      整理番号２１番、田１筆、４，６８５㎡の賃貸借です。 

      整理番号２２番、田１筆、１，００３㎡の賃貸借です。 

      整理番号２３番、４０ページから４１ページをご覧ください。田１筆、 

     ４，５１３㎡の賃貸借です。 

      整理番号２４番、４１ページから４３ページをご覧ください。田１筆、 

     畑４筆、５，７３８㎡の賃貸借です。 

      整理番号２５番、畑１筆、２，５４６㎡の使用貸借です。 

      整理番号２６番、畑１筆、４，２６３㎡の賃貸借です。４４ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２７番、畑１筆、１，０２４㎡の賃貸借です。 

      整理番号２８番、畑２筆、４，６３３㎡の賃貸借です。４５ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２９番、畑１筆、８，０２７㎡の賃貸借です。 

      整理番号３０番、畑１筆、１，７８６㎡の使用貸借です。 

      整理番号３１番、４５ページから４７ページをご覧ください。畑５筆、 

     １４，４５９㎡の使用貸借です。 

      整理番号３２番、畑３筆、１６，４６１㎡の使用貸借です。４８ページ 
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     をご覧ください。 

      整理番号３３番、畑１筆、２，１７４㎡の使用貸借です。 

      整理番号３４番、畑２筆、６，４３８㎡の賃貸借です。４９ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号３５番、畑１筆、２，４７２㎡の使用貸借です。 

      整理番号３６番、畑２筆、４，５５２㎡の使用貸借です。５０ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号３７番、畑１筆、１１，２６７㎡の使用貸借です。 

      整理番号３８番、畑１筆、５，６０７㎡の使用貸借です。 

      整理番号３９番、５０ページから５２ページをご覧ください。畑５筆、 

     １１，７２７㎡の使用貸借です。 

      整理番号４０番、畑１筆、３，０７２㎡の使用貸借です。 

      整理番号４１番、畑１筆、２，４０６㎡の使用貸借です。５３ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号４２番、畑２筆、４，８４８㎡の使用貸借です。 

      整理番号４３番、田１筆、７，６５３㎡の使用貸借です。５４ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号４４番、５４ページから５５ページをご覧ください。畑４筆、 

     １４，５４９㎡の使用貸借です。 

      整理番号４５番、畑１筆、３，１０５㎡の賃貸借です。 

      整理番号４６番、５５ページから５６ページをご覧ください。畑３筆、 

     ５，９５９㎡の使用貸借です。 

      整理番号４７番、畑１筆、２，８３８㎡の賃貸借です。 

      以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり、それぞれ利用権 

     設定等を受ける者が農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農 

     作業に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の 

     各要件を満たしていると考えます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  ただ今、事務局の説明が終わりました。これより議案第４５号の審議に 
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     入ります。１５ページの所有権移転整理番号３番の譲受人は○○委員の 

     配偶者です。よって、農業委員会等にする法律第３１条「議事参与の制限」 

     の規定に基づき、○○委員の退席をお願いします。 

      （○○委員退席） 

尾山議長  それでは、ただ今から所有権移転整理番号３番の審議に入ります。各委 

     員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。所有権移転整理番号３番は原案のとおり承認することに賛成の委 

     員の挙手を求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。○○委員 

     の退席を解きます。 

      （○○委員着席） 

尾山議長  それでは、所有権移転整理番号３番を除く、議案第４５号の審議に入り 

     ます。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第４５号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり、決定いたします。議案第 

     ４５号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。ここで 

     しばらく休憩いたします。 

      （１０分間休憩） 

尾山議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。次に、議案第４６号「農地法第５ 

     条の規定による許可申請について」、議案第４７号「非農地証明願いに 

     ついて」、議案第４８号「耕作放棄地の非農地判断について」を議題と 
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     いたします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは議案第４６号「農地法第５条の規定による許可申請について」 

     ご説明いたします。５７ページをご覧ください。今月の許可申請件数は 

     ３件です。申請人等の住所・氏名、立地基準については説明を省略させて 

     いただきます。５８ページをご覧ください。 

      整理番号１番、場所が大字○○、田１筆、４１２㎡を駐車場敷地として、 

     申請するものです。農地区分が第１種農地のため、原則不許可となります 

     が、農地法施行令第４条第１項第２号イ及び農地法施行規則第３３条第１ 

     項第４号に規定されます集落接続に該当するため、第１種農地の不許可の 

     例外と判断しております。工事期間は令和４年１月１０日から１月３１日 

     まででございます。事業費につきましては、土地取得費○○円、造成費 

     ○○円、計○○円を全額自己資金にて対応されるとの事でございます。 

     雨水につきましては、集水桝を経て、北側側溝に排水いたします。 

      整理番号２番、場所が大字○○、畑１筆、４７５㎡を一般個人住宅用地 

     として申請するものですが、すでに倉庫が建築されているため、追認申請 

     するものです。申請人より顛末書が提出されています。権利関係は使用貸 

     借です。譲受人と譲渡人の関係は親子です。工事期間は許可日から令和４ 

     年３月３１日まででございます。事業費につきましては、建築費○○円、 

     造成費○○円、諸経費○○円、合計○○円を全額自己資金にて対応される 

     との事でございます。生活排水につきましては、合併浄化槽で処理後、 

     東側側溝に排水いたします。雨水につきましても同様に集水桝を経て、 

     東側側溝に排水いたします。 

      整理番号３番、場所が大字○○、田１筆、４８４㎡を一般個人住宅用地 

     として、申請するものです。権利関係は売買です。工事期間は令和４年１ 

     月１５日から令和４年１２月３１日まででございます。事業費につきまし 

     ては、土地取得費○○円、造成費○○円、建築費○○円、諸経費○○円、 
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     合計○○円を全額融資にて対応されるとの事でございます。生活排水に 

     つきましては、合併浄化槽で処理後、東側側溝に排水いたします。雨水に 

     つきましても同様に集水桝を経て、東側側溝に排水いたします。 

      続きまして、議案第４７号「非農地証明願いについて」ご説明いたしま 

     す。５９ページをご覧ください。今月の証明願い件数は３件です。申請人 

     の住所・氏名、立地基準については省略させていただきます。６０ページ 

     をご覧ください。 

      整理番号１番、場所が大字○○、畑１筆、１，１４１㎡です。申請理由 

     は山林です。 

      整理番号２番、場所が大字○○、田１筆、３８１㎡です。申請理由は 

     原野です。備考欄に記載していますが、農業振興地域内農用地につきまし 

     ては、農振担当と協議済みでございます。 

      整理番号３番、６０ページから６１ページをご覧ください。場所が大字 

     ○○、田２筆、畑２筆、計４筆３１５㎡です。申請理由は原野です。 

      続きまして、議案第４８号「非農地判断について」ご説明いたします。 

     ６２ページをご覧ください。今月の非農地判断件数は１０件です。６３ 

     ページから６４ページをご覧ください。場所が隣接しているため、一括 

     して説明いたします。場所が大字○○、畑１０筆、計６，４６３㎡です。 

     現況が整理番号１番から９番までは原野、整理番号１０番は山林でござい 

     ます。以上、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第４６号から第４８号については、 

     １１月２９日、第２小委員会で審議がされておりますので、ここで第２小 

     委員会から報告をお願いします。 

栗下第２小委員長 議長。 

尾山議長  栗下第２小委員長。 

栗下第２小委員長 それでは、第２小委員会の報告を行います。会長から招集を 

     受けまして、１１月２９日に委員１０名、事務局３名の計１３名の出席の 

     もと、第２小委員会を開催いたしました。今回の議案は、農地法第５条 
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     ３件、非農地証明願い３件、非農地判断１０件、計１６件です。それでは、 

     議案ごとに、ご説明いたします。 

      議案第４６号の農地法第５条、整理番号１番についてご説明いたします。 

     譲受人は市内で○○を営んでいますが、現在の住居が住宅部分と事務所 

     部分に分かれている事と同居する息子家族の成長に伴い、手狭になった事 

     からすぐ近くの宅地を買いました。しかし、駐車スペースが狭かった事 

     から隣接している申請地の所有者である譲受人に相談したところ、承諾を 

     得たので申請するものでございます。場所は○○地区です。○○から東に 

     約１００ｍのところに位置します。申請地の状況は、北・東・西側は宅地、 

     南側は農道に接しております。農道の南側に農地がありますが、北側で 

     ある事と駐車場のため、日照等に影響は無い事から農地への影響は全く 

     ないと判断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、整理番号２番についてご説明いたします。譲受人は、今回、 

     一般個人住宅を建築したく、母親である譲渡人に相談したところ、承諾を 

     得たので申請するものでございます。場所は○○地区です。○○から南東 

     に約２６０ｍのところに位置します。申請地の状況は、北・西側は宅地、 

     東側に市道、南側は田に接しています。南側に農地がございますが、北側 

     になるので日照等に影響が無いことから、農地への影響は全くないと判断 

     しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、整理番号３番についてご説明いたします。譲受人は現在、 

     借家に住んでいますが、一般個人住宅を建築したく、適地を捜していまし 

     たが、適地を見つけたので所有者である譲渡人に相談したところ、承諾を 

     得たので申請するものでございます。場所は○○地区です。加久藤保育園 

     のすぐ西側にあります。申請地の状況は、東・南側は市道、北・西側は田 

     に接しております。北側に農地がありますが、境界線より離して建築する 

     事や被害防除対策を講じる事から農地への影響は全くないと判断しました。 

     その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、議案第４７号の非農地証明願いにつきまして、ご説明いた 
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     します。まず、整理番号１番については、現地調査の移動時間を長く要し 

     たため、現地調査が出来なかったので事務局が用意した航空写真と現地 

     写真で判断しました。場所は○○地区で現況は山林となります。耕作放棄 

     地のうち農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要 

     な土地で農業的利用を図るための条件整備が計画されていない土地で 

     あって、その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための 

     物理的な条件整備が著しく困難であると判断しました。その他、特に問題 

     は見当たりませんでした。 

      整理番号２番についてご説明します。場所は○○地区で現況は原野と 

     なります。耕作放棄地のうち農地として利用するには、一定水準以上の 

     物理的条件整備が必要な土地で農業的利用を図るための条件整備が計画 

     されていない土地であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を 

     農地として復元しても継続して利用することができないと判断しました。 

     その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続整理番号３番についてご説明します。場所は○○地区で現況は原野と 

     なります。耕作放棄地のうち農地として利用するには、一定水準以上の 

     物理的条件整備が必要な土地で農業的利用を図るための条件整備が計画 

     されていない土地であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を 

     農地として復元しても継続して利用することができないと判断しました。 

     その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、議案第４８号の非農地判断につきまして、ご説明いたしま 

     す。整理番号１番から１０番につきまして、場所が隣接していますので 

     一括して、ご説明いたします。場所は内竪地区でございます。申請地まで 

     行くのに大変時間が掛かる事から事務局が用意した、航空写真、現況写真 

     等で判断いたしました。現況がすでに農地でなく、周辺に農地も無い事 

     から耕作放棄地のうち農地として利用するには、一定水準以上の 

     物理的条件整備が必要な土地で農業的利用を図るための条件整備が計画 

     されていない土地であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を 
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     農地として復元しても継続して利用することができないと判断しました。 

     その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      以上、第２小委員会は、慎重・審議しました結果、農地法第５条申請 

     ３件、非農地証明願い３件、非農地判断１０件の計１６件につきましては、 

     全会一致で許可相当及び非農地としてもやむを得ないと判断いたしました。 

     皆さまにご審議をお願いいたしまして、第２小委員会の報告を終わります。 

尾山議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   判断根拠をご説明いたします。農地法第５条の規定による転用許可申請 

     において、一般基準につきましては、申請書に基づき審査した結果、問題 

     ございませんでした。立地基準につきましても小委員長報告にありました 

     とおり、問題ないとのことでございます。また、非農地証明願い及び非農 

     地判断について、県が示す証明書交付手続き要領及び市農業委員会非農地 

     判定に係る取扱基準に合致していると判断いたします。よって、今月の 

     議案第４６号から第４８号の計１６件につきましては、転用許可基準及び、 

     非農地判断基準を全て満たしていると判断いたします。以上でございます。 

尾山議長  ただ今、第２小委員長報告及び事務局の説明がありました。これより 

     審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。議案第４６ 

     号から第４８号に対する第２小委員長の報告は許可相当であります。また、 

     事務局の判断も許可相当であります。お諮りいたします。議案第４６号 

     から第４８号は、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めま 

     す。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。議案第４６号は原案のとおり、許可相当として 

     知事に意見書を送付いたします。また、議案第４７号及び４８号は、お諮 



 26 

     りのとおり決定いたします。次に議案第４９号「農地法第５条の規定に 

     よる買受適格証明願いについて」を議題といたします。事務局から説明を 

     お願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは議案第４９号、農地法第５条の規定による買受適格証明願いに 

     ついてご説明いたします。６５ページをご覧ください。証明願い件数は 

     １件でございます。本案件につきましては、裁判所が実施する競売に 

     関わる案件となりますが、判断する基準につきましては、通常の農地法 

     第５条、転用許可基準と変わりませんので同様にご審議いただきますよう 

     お願いいたします。申請人等の住所・氏名、立地基準については説明を 

     省略させていただきます。６６ページをご覧ください。 

      整理番号１番、場所が大字○○、畑３筆、１２，７０９㎡を畜舎及び 

     駐車場敷地として、取得しようとするものでございます。入札の期日は 

     令和４年１月６日から１月１３日、開札期日は１月２０日、売買決定期日 

     は２月１０日となっています。競売の最低入札金額に当たる買受可能額 

     ○○円を全額自己資金により対応されます。 

      売買が決定した場合の計画についてございますが、工事期間は令和４年 

     ４月１日から令和６年３月３１日までとなっています。事業費につきまし 

     ては、既存畜舎の解体及び造成費○○円、建築費○○円、計○○円を全額 

     自己資金で対応されるとの事でございます。雨水につきましては、西側 

     市道側溝に排水いたします。糞につきましては堆肥舎で処理し、尿などの 

     汚水は汚水処理施設で処理後、西側市道側溝に排水いたします。以上、 

     ご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第４９号については、２９日、第２ 

     小委員会で審議がされていますので、ここで第２小委員会から報告をお願 

     いします。 

栗下第２小委員長 議長。 
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尾山議長  第２小委員長。 

栗下第２小委員長 それでは、議案第４９号農地法第５条の規定による買受適格証明 

     願いについて、報告いたします。 

      整理番号１番、願出人は規模拡大のため、今回の競売地を豚舎及び駐車 

     場敷地として取得するため、買受適格証明願いを提出されたものでござい 

     ます。既存豚舎及び関連施設は解体し、新たに豚舎３棟、管理棟等８棟、 

     駐車場などを建築及び造成する計画でございます。場所は○○地区でござ 

     います。○○から北西側に約９００ｍのところに位置します。申請地の 

     状況は、北・東側は山林、南側は防衛庁敷地、西側は市道に接しています。 

     周辺に農地は無いので農地への影響は全くないと判断しました。その他、 

     特に問題は見当たりませんでした。 

      以上、第２小委員会は、慎重・審議しました結果、農地法第５条買受 

     適格証明願い１件につきましては、適格相当であると判断いたしました。 

     皆さまにご審議をお願いいたしまして、第２小委員会の報告を終わります。 

尾山議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   判断根拠をご説明いたします。農地法第５条の規定による買受適格証明 

     願いについて、一般基準につきましては、申請書に基づき審査した結果、 

     問題ございませんでした。立地基準につきましても小委員長報告にありま 

     したとおり、問題ないとのことでございます。よって、今月の議案第４９ 

     号につきましては、農地法第５条の要件を満たし、適格相当であると判断 

     いたします。以上でございます。 

尾山議長  ただ今、第２小委員長報告及び事務局の説明がありました。これより 

     審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

谷口委員 議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  畜産の大規模な豚舎ができる計画でありますが、ちまたでは汚水や悪臭 
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     など環境汚染が発生している状況は、皆様もご承知だと思いますが、計画 

     での収容頭数及び家畜の種類等がお分かりであれば、お教えください。 

     また、大雨などで下流の方に汚水が流れてくるのではないかとの心配を 

     します。えびの市でブランド認定されたえびの米がありますが、汚水で 

     生産されたなどの風評により、地域社会に大きな反響が出る恐れがあると 

     考えますので収容頭数や家畜の種類などの詳しい説明をお願いいたします 

事務局   現時点では、適格証明願い申請書には収容頭数等は記載してございませ 

     ん。計画では、汚水処理施設は明記されていますのでこちらで汚水を処理 

     して、市道側溝に排水いたします。排水については、市建設課と関係団体 

     と協議されています。今回は、あくまでも買受適格であるかどうかを審査 

     するだけとなりますので正確な頭数など記載が有りませんが、売買が正式 

     に決定した段階で農地法第５条許可申請書が提出されますので改めて審議 

     して頂く事となりますのでよろしくお願いします。以上です。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  現時点では、飼育頭数等把握されていないのでしょうか。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   現時点では、把握していない状況です。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  分かりました。質問は以上で終わります。 

尾山議長  谷口委員のご心配も分かりますので、正式に売買が決定した時には、 

     農地法第５条許可申請書が提出されれば、委員皆様が納得されるように 

     説明できると考えますのでよろしくお願いします。他に質疑はありません 

     か。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので質疑を終結いたします。お諮りいたし 
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     ます。議案第４９号に対する第２小委員長の報告は適格相当であります。 

     また、事務局の判断も適格相当であります。お諮りいたします。議案第 

     ４９号は、買受適格者であると承認することに賛成の委員の挙手を求めま 

     す。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。議案第４９号は、買受適格相当として知事に意見 

     書を送付いたします。 

      以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

 

           終了時間 午前１０時２８分 

 

 


